
 
2004 年度 立命館大学 夜間時間帯「労働団体法」 

定期試験（2004 年 7 月 27 日実施）解説 

2004.08.01.  佐藤 
 

試験問題 

以下の①から⑤の新聞記事の中から二つを選び、それぞれ次の点につき答えなさい。 

 １．記事において問題となっている労働法上の論点 

 ２．その論点の前提となる法状況の説明 

 ３．その論点に関する諸説 

 ４．その論点に関する自らの見解 

注意：1.いずれの記事を選択したのかを明記すること。                                         

    2.二題の解答がないと解答とは認めない。一題の解答のみではそもそも解答とは扱わない。   

       3.二題の解答の順序は問わない。                                                       

    4.出題への解答に直接関係のない事項を記入した場合には、答案を無効と扱う。             

       5.設問１～４をこの順番で解答する必要はないが、全体として論旨が通っている必要がある。 

       6.採点基準（各問５０点満点、合計１００点満点で採点する）                             

         a)設問の１．から４．の項目毎に、基本的には○△Ｘの三段階評価を行う。               

         b)必要なことが述べられている場合に１０点。不十分にしか述べられていない場合に５点。               

      何も述べられていない場合、ないし関係ないことを述べている場合で、０点。 

c)さらに、独創的な考えがみられた場合には、各問共に 10 点の範囲で追加点をつける。         

Ⅰ．全体的解説 

1)試験と日常学習 

 日常学習ができていれば、試験もできます。逆に、それができていないと、試験直前に

詰め込んでも効果はありません。毎回の講義の自己点検を生かしてください。 

2)解答の形式について： 

 文章を書く際には論理的文章を書く必要があります。感想文は回答とはなりません。設

問として１から４を挙げておいたのは、論理的文章を書く際に必要な要素だからです。し

たがって、１から４の解答順は、論理的文章を書く際にもっとも書きやすいパターンです。

私以外の講義での論述式の試験問題の答え方、ゼミ論文の書き方等、文章作成すべてにつ

いて当てはまるパターンですから、文章の書き方の訓練だと思ってください。 

3)個別解答項目について： 

 1.問題文をそのまま書き写しても回答にはなりません。 

 2.論点とは、何が問題であるのかがわかるように提示する必要があります。「～の問題」

とか、「～について」などのように、何かわかったような感じがするでしょうが、実は何を

言っているのかさっぱりわからないようなものは論点を提示したことになりません。 

  3.説明とは事実関係の説明がすべて該当します。法規定の説明、司法判断の説明など。 

  4.諸説とは、当事者の主張のことではありません。当事者の主張の是非を判断するため

の判断基準についての、いくつかの見解のことです。 

 5.諸説は相互排他的ですので諸説が両立はしません。 

  6.したがって自説とは、いかなる判断基準を採用するかの見解です。決して当該事案に

ついて原告・被告のいずれが勝訴するかの問題ではありません。ある判断基準を採用した

からといって、ケースによって原告が勝ったり被告が勝ったりします。わずかの新聞記事

から事実関係がわかるわけはありませんので、どちらが勝訴するかの判断は不可能です。 

  7.自説を主張するためには、その根拠が必要です。 
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Ⅱ．個別事例毎の解説 

①北教組事件                    朝日新聞 2003 年 04 月 17 日 

 北海道教職員組合（北教組）が人事院勧告（人勧）などの完全実施を求めた８２年と８

３年の計３回のストライキをめぐり、懲戒処分を受けた組合幹部１２人が道教委に処分の

取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が１７日、札幌高裁であった。坂本慶一裁判長は「処

分で最も軽い戒告である点などから、著しく妥当性を欠き、裁量権を乱用したとは認めら

れない」として、処分の取り消しを命じた一審の札幌地裁判決を取り消し、請求を棄却す

る逆転判決を言い渡した。国と各都道府県は８２年に人勧を凍結。８３年には一部のみ実

施した。日教組は全国規模のストで対抗し、北教組も２時間の時限ストをした。一審判決

後、道人事委員会は原告への処分を減給６カ月から戒告に変更し、軽くしている。 

 

１．論点 

 1)要点：公務員へのストライキ禁止は合憲か否か 

  2)採点基準：ストライキ禁止の是非の趣旨を提示するのみであれば、△ 

法的議論として文章で説明していれば、○ 

２．法状況 

  1)要点：憲法２８条による労働三権保障、公務員法による争議権否認、裁判例 

  2)採点基準：項目の提示のみでは、△。おおむね正確に説明できていれば、○ 

３．諸説 

 1)要点：違憲論、合憲的限定解釈論（比較考量論）、財政民主主義論 

  2)採点基準：説の提示のみでは、△。各説の内容をおおむね正確に提示していれば、○ 

４．自説 

 1)要点：自らの立場を選択することが最低限必要 

  2)採点基準：立場を選択していれば、△。説得的な理由付けができていれば、○ 

 

②ＪＲ東海事件                   朝日新聞 2004 年 01 月 20 日 

 労組事務所用の部屋を提供しないのは不当労働行為だとして、ＪＲ東海の労組の一つジ

ェイアール東海労働組合（約８００人）と同労組の新幹線関西地方本部が同社に約１４０

０万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁（小佐田潔裁判長）は１９日、別の組合に部

屋を提供していることなどを理由に同社に１１０万円の支払いを命じた。判決によると、

９１年から同社は同地本から事務所の提供を求められていたが、「場所がない」と拒否。 

 

１．論点 

 1)要点：便宜供与を受ける権利を有するか否か 

  2)採点基準：便宜供与を巡る問題といった趣旨を提示するのみであれば、△ 

法的議論として文章で説明していれば、○ 

２．法状況 

  1)要点：労働組合法規定→権利性についての明文規定はない→法解釈へ 

     使用者の財産権（施設管理権）、団結権 

  2)採点基準：項目の提示のみでは、△。おおむね正確に説明できていれば、○ 

３．諸説 

 1)要点：組合保障論、労使合意論 

  2)採点基準：説の提示のみでは、△、各説の内容をおおむね正確に提示していれば、○ 

４．自説 

 1)要点：自らの立場を選択することが最低限必要 

  2)採点基準：立場を選択していれば、△、説得的な理由付けができていれば、○ 

 2

http://dna.ritsumei.ac.jp/cgi-bin/SAVVY/www_resdata.exe?PROCID=75893&GFI=1,2,3,4,5&RESROOM=4&RESULTID=20&LISTNO=3&SFILEROOM=0,1,2,3,4&RDOCNO=76&LOOKALL=1&NEWWINDOW=0


③中日新聞事件                 毎日新聞 2001 年 03 月 23 日   

 新聞労連と東京新聞労組などは２２日、中日新聞社の小山勇副社長が個人的に森喜朗首相の関連政治団

体に分散して計３００万円を献金していたことに対し、同社が団体交渉の場で献金についての見解を明ら

かにしないのは不当労働行為に当たるとして、団交に応じることなどを求めて東京都地労委に救済を申し

立てた。申立書などによると、小山氏は一昨年１０月に森首相の資金管理団体「春風会」と、政治団体「大

樹会」「近代政経研究会」の計３団体に１００万円ずつ献金していた。東京新聞労組は、３団体の所在地

が一緒であることから、脱法行為だとして同社に計７回、団交の場での説明を求めた。しかし、同社は「団

交の議題にふさわしくない」と説明を拒否しているという。 

 

１．論点 

 1)要点：法的に正当な団体交渉の交渉事項 

  2)採点基準：交渉事項の趣旨を提示するのみであれば、△ 

法的議論として文章で説明していれば、○ 

２．法状況 

1)要点：法的正当性の要件（当事者、担当者、対象事項、交渉態様）、裁判例 

  2)採点基準：項目の提示のみであは、△。おおむね正確に説明できていれば、○ 

３．諸説 

1)要点：経営事項は対象外論、労働条件に直接関係するならば対象事項論 

労働内容・雇用保障への関心からであれば対象事項 

  2)採点基準：説の提示のみでは、△。内容をおおむね正確に提示していれば、○ 

４．自説 

 1)要点：自らの立場を選択することが最低限必要 

  2)採点基準：立場を選択していれば、△。説得的な理由付けができていれば、○ 

 

④鞆鉄道事件                  中国新聞 2002 年 02 月 16 日   

 広島県東部で路線バスなどを運行する鞆鉄道（福山市）の労働組合・私鉄中国地方労組

鞆鉄道支部の組合員三人が、希望退職に応じなかった五十六―五十九歳の基本給を減額す

る労働協約は「年齢差別で無効」などとして、会社側に元の基本給と減額後の基本給の差

額の支払いなどを求めた訴訟の判決が十五日、広島地裁福山支部であった。原告側は、希

望退職に応じなかった五十六歳以上の基本給を３０％減とする一九九七年の労働協約につ

いて「年齢のみを理由とする差別。合理的理由はなく無効だ」などと主張。会社側は厳し

い経営実態を強調し、「六十歳定年時に一括払いする退職金を、各年度で分割支払いするな

ど、代替措置を講じている」などとしていた。 

 

１．論点 

 1)要点：有利原則の可否 

  2)採点基準：有利原則の可否の趣旨を提示するのみであれば、△ 

法的議論として文章で説明していれば、○ 

２．法状況 

1)要点：労働協約の規範的効力、有利原則の説明、労働組合の組織形態 

  2)採点基準：項目の提示のみでは、△。おおむね正確に説明できていれば、○ 

３．諸説 

1)要点：両面的強行性説（有利原則否定説）、片面的強行性説（有利原則肯定説） 

  2)採点基準：説の提示のみでは、△。各説の内容をおおむね正確に提示していれば、○ 

４．自説 

 1)要点：自らの立場を選択することが最低限必要 

  2)採点基準：立場を選択していれば、△。説得的な理由付けができていれば、○ 

 3



 4

⑤プロ野球代理人交渉事件           日刊スポーツ 2000 年 11 月 09 日   

 「渡辺発言」が国会審議にかけられた。午後４時すぎから、衆院労働委員会で質問に立った共産党大森

猛議員が「渡辺巨人軍オーナーの不当労働行為予告発言」について、労働省および吉川芳男労相（６９）

の見解を求めた。大森議員は、渡辺オーナーの「代理人を連れてきたら（年俸を）カットしろと言う。嫌

なら辞めればいい」などの発言について、不当労働行為の意思を表明していると指摘。労働省は労組プロ

野球選手会（会長＝ヤクルト古田）にも連絡を入れ、代理人制度の合意事項、協約の有無などを確認。代

理人制度は当事者間の口頭で合意、議事録で認証したもの。 

 

１．論点 

 1)要点：使用者の言論の自由と不当労働行為 

  2)採点基準：使用者の言論の自由、の趣旨を提示するのみであれば、△ 

法的議論として文章で説明していれば、○ 

２．法状況 

  1)要点：不当労働行為制度、支配介入の禁止 

  2)採点基準：項目の提示のみでは、△。おおむね正確に説明できていれば、○ 

３．諸説 

 1)要点：プラスファクター必要説、不要説、折衷説 

  2)採点基準：説の提示のみでは、△。各説の内容をおおむね正確に提示していれば、○ 

４．自説 

 1)要点：自らの立場を選択することが最低限必要 

  2)採点基準：立場を選択していれば、△。説得的な理由付けができていれば、○ 

５．追加点 

 

Ⅲ．合格率：９５％ 

１．１名の不合格者が発生しました。昨年は、全員合格であっただけに残念です。 

２．合格者内でのＡ＋、Ａ、Ｂ、Ｃ評価は、目安とされている比率にしたがって成績上位

者から機械的に割り振りました。 

３．試験に関する質問等も、いつもと同じように、私まで（satokei@law.ritsumei.ac.jp）

メールで行うこと。 
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